
 
（県立学校人事課） 

件  名  

学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例の改正に伴う教育委員会規則の改正に

ついて 

 

提出理由  

 学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例の改正に伴い、学校職員の勤務時間、

休暇等に関する規則の一部を改正する規則等について、埼玉県教育委員会の権限

に属する事務の委任等に関する規則第４条第１項の規定に基づき専決処理したの

で、同条第２項の規定により報告します。 

 

概  要  

１ 専決処理した理由 

  学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例が県議会令

和８年２月定例会において成立し、規則の一部改正について緊急に処理する必

要が生じ、かつ、教育委員会の会議を招集するいとまがなかったため。 

 

２ 専決処理の状況 

報告事項エ 
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 ⑴ 専決処理した規則 

  ア 学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則 

  イ 埼玉県立学校職員服務規程の一部を改正する規則 

 ⑵ 専決処理日 

   令和８年３月２７日 

 ⑶ 規則の公布日 

   令和８年３月３１日 

 

３ 規則の内容 

 ⑴ 規則の概要 

  ア 学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則 

学校職員の勤務時間、休日及び休暇に関する事項を定めるもの 

  イ 埼玉県立学校職員服務規程 

学校職員の服務に関する事項を定めるもの 

 ⑵ 改正の概要 

  ア 学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則 

(ｱ) 条例において新設される子育て部分休暇の承認、取得単位及び他の休
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暇との調整規定を新たに設けるもの 

   (ｲ) 非常勤の学校職員の無給の休暇として、子育て部分休暇を新たに設け

るもの  

   (ｳ) 非常勤の学校職員の育児時間、子の看護等休暇、短期介護休暇及びド

ナー休暇を無給の休暇から有給の休暇とするもの 

  イ 埼玉県立学校職員服務規程の一部を改正する規則 

   (ｱ) 職員が子育て部分休暇の承認を受けようとするときは、子育て部分休

暇承認請求書（別表第３の７）により、校長は教育長に、その他の職員

は校長に、それぞれ請求しなければならないこととするもの 

   (ｲ) 子育て部分休暇の承認を受けている職員が、以下に該当する場合、遅

滞なく、子育て部分休暇変更届（別表第３の８）を、校長は教育長に、

その他の職員は校長に、それぞれ届け出なければならないこととするも

の 

    ａ 産前の休暇を始めた場合 

     ｂ 出産した場合 

     ｃ  子育て部分休暇に係る子が死亡した場合 

    ｄ 子育て部分休暇に係る子が当該職員の子でなくなった場合 
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    ｅ  子育て部分休暇に係る子を養育しなくなった場合 

⑶ 施行期日 

    令和８年４月１日 
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根拠法令 

埼玉県教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則（昭和６１年埼玉県

教育委員会規則第１３号）（抄） 

 （臨時代理等） 

第４条 教育委員会の会議の議決により決裁しなければならない事項について、

緊急に処理する必要があると認められる事務が生じ、かつ、教育委員会の会議

を招集するいとまがないときは、教育長は当該事務について臨時に代理し又は

専決処理することができる。 

２ 教育長は、前項の規定により臨時に代理し又は専決処理したときは、次回の

教育委員会の会議にその理由並びに当該事務の管理及び執行の状況を報告しな

ければならない。 
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学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則の概要

１ 趣 旨１ 趣 旨

学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正及び非常勤の学校職員の休暇制度を国に準じて改正
するため、必要となる規則の改正を行うもの

（１）子育て部分休暇に係る規定（条例改正に伴う改正）（１）子育て部分休暇に係る規定（条例改正に伴う改正）

・ 子育て部分休暇の取得単位を３０分単位とする。

・ 子育て部分休暇を取得する日に、「部分休業」、「介護時間」又は 「育児休暇」を取得する場合は、それぞれの休暇と合計

して２時間を超えない範囲までとする。

・ 非常勤の学校職員の無給休暇に、子育て部分休暇を新設する。

令和８年４月１日から施行する。

３ 施行期日３ 施行期日

2 内 容2 内 容

（２）非常勤の学校職員の休暇制度の見直し（国に準じた改正）（２）非常勤の学校職員の休暇制度の見直し（国に準じた改正）

・ 非常勤の学校職員の以下の無給休暇を有給化する （※ 取得要件、日数等は変更なし）

① ドナー休暇 ② 育児時間 ③ 子の看護等休暇 ④ 短期介護休暇

１ｈ休 １ｈ休勤務時間

8:30 17:0016:009:30

子育て部分休暇部分休業

０歳 小学校就学前 小学校３年生

【取得例】

子育て部分休暇とは、小学校就学の始期から小学校第３学年修了までの子を持つ学校職員を対象に、１日の勤務時間の

うち２時間を超えない範囲内で取得可能な無給の休暇
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埼玉県立学校職員服務規程の一部を改正する規則の概要

１ 趣 旨１ 趣 旨

学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴い、必要となる様式の整備を行うもの

令和８年４月１日から施行する。

３ 施行期日３ 施行期日

2 内 容2 内 容

１ｈ休 １ｈ休勤務時間

8:30 17:0016:009:30

子育て部分休暇部分休業

０歳 小学校就学前 小学校３年生

【取得例】

子育て部分休暇とは、小学校就学の始期から小学校第３学年修了までの子を持つ学校職員を対象に、１日の勤務時間の

うち２時間を超えない範囲内で取得可能な無給の休暇

様式内容新設

子育て部分休暇承認請求書

別表第３の７
子育て部分休暇の請求手続及びその手続に係る様式について規定を整備第１０条第１０項

子育て部分休暇変更届

別表第３の８
子育て部分休暇の変更手続及びその手続に係る様式について規定を整備第１０条第１１項

・その他規定の整備
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学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則 新旧対照表                       （傍線の部分は、改正部分） 

新 旧 

学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則    学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則 

  

第一条～第十一条 （略） 第一条～第十一条 （略） 

  

（特別休暇） （特別休暇） 

第十二条 条例第十五条の県教育委員会規則で定める場合は、次の各号に掲

げる場合とし、その期間は、当該各号に定めるとおりとする。 

第十二条 条例第十五条の県教育委員会規則で定める場合は、次の各号に掲

げる場合とし、その期間は、当該各号に定める期間とする。 

一～二十五 （略） 一～二十五 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

  

第十三条～第十六条 （略） 第十三条～第十六条 （略） 

  

（子育て部分休暇の承認）  

第十六条の二 教育委員会は、子育て部分休暇の請求について、条例第十六

条の二第一項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなけ

ればならない。ただし、当該請求に係る期間のうち校務の運営に支障があ

る時間については、この限りでない。 

（新設） 

２ 子育て部分休暇の単位は、三十分とする。  

３ 育児休業法第十九条第一項の規定による同条第二項第一号に掲げる範囲 

内で請求する部分休業、介護時間又は特別休暇（第十二条第一項第五号の

場合のものに限る。）の承認を受けて勤務しない時間がある日の子育て部

分休暇については、一日につき二時間から当該部分休業、当該介護時間又

は当該特別休暇の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範

囲内の時間とする。 

 

  

第十七条 （略） 第十七条 （略） 
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（介護時間の承認） （介護時間の承認） 

第十七条の二 （略） 第十七条の二 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 育児休業法第十九条第一項の規定による同条第二項第一号に掲げる範囲

内で請求する部分休業又は子育て部分休暇の承認を受けて勤務しない時間

がある日の介護時間については、一日につき二時間から当該部分休業又は

当該子育て部分休暇の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えな

い範囲内の時間とする。 

３ 育児休業法第十九条第一項の規定による同条第二項第一号に掲げる範囲

内で請求する部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日の介護時間

については、一日につき二時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しな

い時間を減じた時間を超えない範囲内の時間とする。 

  

（休暇の承認の決定等） （休暇の承認の決定等） 

第十八条 病気休暇、特別休暇、組合休暇、子育て部分休暇、介護休暇及び

介護時間の請求があった場合においては、教育委員会は速やかに承認する

かどうかを決定し、当該請求を行った学校職員に対して当該決定を通知す

るものとする。 

第十八条 病気休暇、特別休暇、組合休暇、介護休暇及び介護時間の請求が

あった場合においては、教育委員会は速やかに承認するかどうかを決定し、

当該請求を行った学校職員に対して当該決定を通知するものとする。 

２ 教育委員会は、病気休暇、特別休暇、組合休暇、子育て部分休暇、介護

休暇及び介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるとき

は、証明書類の提出を求めることができる。 

２ 教育委員会は、病気休暇、特別休暇、組合休暇、介護休暇及び介護時間

について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提

出を求めることができる。 

  

第十九条～第二十一条 （略） 第十九条～第二十一条 （略） 

  

第二十二条 （略） 第二十二条 （略） 

２ 有給の特別休暇は、次の各号に掲げる休暇とし、その期間は、当該各号

に定めるとおりとする。 

２ 有給の特別休暇は、次の各号に掲げる休暇とし、その期間は、当該各号

に定める期間とする。 

一～十四 （略） 一～十四 （略） 

十五 第十二条第一項第二十一号に掲げる場合の休暇 その都度必要と認

められる期間 

（新設） 

十六 生後満一年に達しない子を育てる非常勤の学校職員が、労働基準法

第六十七条第一項に規定する育児時間を請求する場合の休暇 一日につ

き二回とし、それぞれ三十分 

（新設） 
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十七 九歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子（配偶

者の子を含む。以下この号において同じ。）を養育する非常勤の学校職

員が、次に掲げる場合において、勤務しないことが相当であると認めら

れる場合の休暇 一の年度において五日（九歳に達する日以後の最初の

三月三十一日までの間にある子が二人以上の場合にあっては、十日）の

範囲内の期間 

（新設） 

イ その子の看護を行う場合  

ロ その子が在籍する学校等が実施する行事に出席する場合  

ハ その子が在籍する学校等の全部又は一部が感染症の予防上必要があ

ることにより臨時に休業となることその他これに準ずる事由により、

その子の世話を行う必要がある場合 

 

十八 要介護家族（配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情

にある者を含む。以下この号において同じ。）、父母、子、配偶者の父

母及び第十四条第一項各号に掲げる者であって、負傷、疾病又は老齢に

より二週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをい

う。以下この号並びに次項第五号及び第六号において同じ。）の介護等

のため勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇 一の年度

において五日（要介護家族が二人以上の場合にあっては、十日）の範囲

内の期間 

（新設） 

３ 無給の特別休暇は、次の各号に掲げる休暇とし、その期間は、当該各号

に定めるとおりとする。 

３ 無給の特別休暇は、次の各号に掲げる休暇とし、その期間は、当該各号

に定める期間とする。 

一～三 （略） 一～三 （略） 

四 小学校就学の始期から九歳に達する日以後の最初の三月三十一日まで

の間にある子を養育するため、一日の勤務時間の一部につき勤務しない

ことが相当であると認められる場合の休暇 一日につき二時間（当該非

常勤の学校職員について一日につき定められた勤務時間から五時間四十

五分を減じた時間が二時間を下回る場合にあっては、当該減じた残りの

時間）を超えない範囲内で必要と認められる時間 

四 労働基準法第六十七条に規定する生後満一年に達しない子を育てる場

合の育児時間 一日二回各々三十分 

（削る） 五 九歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子（配偶者
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の子を含む。以下この号において同じ。）を養育する非常勤の学校職員

が、次に掲げる場合において、勤務しないことが相当であると認められ

る場合の休暇 一の年度において五日（九歳に達する日以後の最初の三

月三十一日までの間にある子が二人以上の場合にあっては、十日）の範

囲内の期間 

 イ その子の看護を行う場合 

 ロ その子が在籍する学校等が実施する行事に出席する場合 

 ハ その子が在籍する学校等の全部又は一部が感染症の予防上必要があ

ることにより臨時に休業となることその他これに準ずる事由により、

その子の世話を行う必要がある場合 

（削る） 六 要介護家族（配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情に

ある者を含む。以下この号において同じ。）、父母、子、配偶者の父母

及び第十四条第一項各号に掲げる者であって負傷、疾病又は老齢により

二週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者をいう。以

下同じ。）の介護等のため勤務しないことが相当であると認められる場

合の休暇 一の年度において五日（要介護家族が二人以上の場合にあっ

ては、十日）の範囲内の期間 

五 （略） 七 （略） 

六 要介護家族の介護をするため、要介護家族ごとに、連続する三年の期

間（当該要介護家族に係る指定期間と重複する期間を除く。）内におい

て一日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められ

る場合の休暇 当該連続する三年の期間内において一日につき二時間

（当該非常勤の学校職員について一日につき定められた勤務時間から五

時間四十五分を減じた時間が二時間を下回る場合にあっては、当該減じ

た残りの時間）を超えない範囲内で必要と認められる時間 

八 要介護家族の介護をするため、要介護家族ごとに、連続する三年の期

間（当該要介護家族に係る指定期間と重複する期間を除く。）内におい

て一日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められ

る場合の休暇 当該連続する三年の期間内において一日につき二時間

（当該非常勤の学校職員について一日につき定められた勤務時間から五

時間四十五分を減じた時間が二時間を下回る場合にあっては、当該減じ

た残りの時間）を超えない範囲内で必要と認められる期間 

七 （略） 九 （略） 

（削る） 十 第十二条第一項第二十一号に掲げる場合の休暇 必要と認められる期

間 

４・５ （略） ４・５ （略） 
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６ 第二項第十二号、第十三号、第十四号、第十七号及び第十八号並びに第

三項第四号の休暇は、一週間の勤務日が三日以上とされている非常勤の学

校職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤の学校職

員で一の年度の所定勤務日数が百二十一日以上であるものに限り、取得す

ることができる。 

６ 第二項第十二号、第十三号及び第十四号並びに第三項第五号及び第六号

の休暇は、一週間の勤務日が三日以上とされている非常勤の学校職員又は

週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤の学校職員で一の年

度の所定勤務日数が百二十一日以上であるものに限り、取得することがで

きる。 

７～９ （略） ７～９ （略） 

10 第三項第五号の休暇は、一週間の勤務日が三日以上とされている非常勤

の学校職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤の学

校職員で一の年度の所定勤務日数が百二十一日以上であるものであって、

当該休暇の期間の初日から九十三日を経過する日（以下この項において「九

十三日経過日」という。）を超えて引き続き在職することが見込まれる場

合に取得することができる（九十三日経過日から六月を経過するまでの間

に、任期が満了し、かつ、引き続き採用されないことが明らかである場合

を除く。）。 

10 第三項第七号の休暇は、一週間の勤務日が三日以上とされている非常勤

の学校職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤の学

校職員で一の年度の所定勤務日数が百二十一日以上であるものであって、

当該休暇の期間の初日から九十三日を経過する日（以下この項において「九

十三日経過日」という。）を超えて引き続き在職することが見込まれる場

合に取得することができる（九十三日経過日から六月を経過するまでの間

に、任期が満了し、かつ、引き続き採用されないことが明らかである場合

を除く。）。 

11 第三項第六号の休暇は、一週間の勤務日が三日以上とされている非常勤

の学校職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤の学

校職員で一の年度の所定勤務日数が百二十一日以上であるものであって、

一日につき定められた勤務時間が六時間十五分以上である勤務日があるも

のに限り、取得することができる。 

11 第三項第八号の休暇は、一週間の勤務日が三日以上とされている非常勤

の学校職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤の学

校職員で一の年度の所定勤務日数が百二十一日以上であるものであって、

一日につき定められた勤務時間が六時間十五分以上である勤務日があるも

のに限り、取得することができる。 

12 （略） 12 （略） 

  

第二十三条・第二十四条 （略） 第二十三条・第二十四条 （略） 
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学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
七
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
十
二
条
第
一
項
中
「
各
号
に
定
め
る
期
間
」
を
「
各
号
に
定
め
る
と
お
り
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
子
育
て
部
分
休
暇
の
承
認
） 

第
十
六
条
の
二 

教
育
委
員
会
は
、
子
育
て
部
分
休
暇
の
請
求
に
つ
い
て
、
条
例
第
十
六
条
の
二

第
一
項
に
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
を
承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
当
該
請
求
に
係
る
期
間
の
う
ち
校
務
の
運
営
に
支
障
が
あ
る
時
間
に
つ
い
て
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。 

２ 

子
育
て
部
分
休
暇
の
単
位
は
、
三
十
分
と
す
る
。 

３ 

育
児
休
業
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
範
囲
内
で
請

求
す
る
部
分
休
業
、
介
護
時
間
又
は
特
別
休
暇
（
第
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
場
合
の
も
の
に

限
る
。
）
の
承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な
い
時
間
が
あ
る
日
の
子
育
て
部
分
休
暇
に
つ
い
て
は
、

一
日
に
つ
き
二
時
間
か
ら
当
該
部
分
休
業
、
当
該
介
護
時
間
又
は
当
該
特
別
休
暇
の
承
認
を
受

け
て
勤
務
し
な
い
時
間
を
減
じ
た
時
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
の
時
間
と
す
る
。 

第
十
七
条
の
二
第
三
項
中
「
請
求
す
る
部
分
休
業
」
の
下
に
「
又
は
子
育
て
部
分
休
暇
」
を
、

「
当
該
部
分
休
業
」
の
下
に
「
又
は
当
該
子
育
て
部
分
休
暇
」
を
加
え
る
。 

 

第
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
組
合
休
暇
」
の
下
に
「
、
子
育
て
部
分
休
暇
」
を
加
え
る
。 

 

第
二
十
二
条
第
二
項
中
「
各
号
に
定
め
る
期
間
」
を
「
各
号
に
定
め
る
と
お
り
」
に
改
め
、
同

項
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。 

十
五 

第
十
二
条
第
一
項
第
二
十
一
号
に
掲
げ
る
場
合
の
休
暇 

そ
の
都
度
必
要
と
認
め
ら
れ

る
期
間 

 

十
六 

生
後
満
一
年
に
達
し
な
い
子
を
育
て
る
非
常
勤
の
学
校
職
員
が
、
労
働
基
準
法
第
六
十

七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
時
間
を
請
求
す
る
場
合
の
休
暇 

一
日
に
つ
き
二
回
と
し
、

そ
れ
ぞ
れ
三
十
分 

 

十
七 

九
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子
（
配
偶
者
の
子

を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
養
育
す
る
非
常
勤
の
学
校
職
員
が
、
次
に
掲

げ
る
場
合
に
お
い
て
、
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
の
休
暇 

一

の
年
度
に
お
い
て
五
日
（
九
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ

る
子
が
二
人
以
上
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
日
）
の
範
囲
内
の
期
間 

 
 

イ 

そ
の
子
の
看
護
を
行
う
場
合 

ロ 

そ
の
子
が
在
籍
す
る
学
校
等
が
実
施
す
る
行
事
に
出
席
す
る
場
合 

ハ 

そ
の
子
が
在
籍
す
る
学
校
等
の
全
部
又
は
一
部
が
感
染
症
の
予
防
上
必
要
が
あ
る
こ
と
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に
よ
り
臨
時
に
休
業
と
な
る
こ
と
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
事
由
に
よ
り
、
そ
の
子
の
世
話

を
行
う
必
要
が
あ
る
場
合 

十
八 

要
介
護
家
族
（
配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る

者
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
父
母
、
子
、
配
偶
者
の
父
母
及
び
第
十
四

条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
て
、
負
傷
、
疾
病
又
は
老
齢
に
よ
り
二
週
間
以
上
の
期

間
に
わ
た
り
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
並
び
に
次
項

第
五
号
及
び
第
六
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
介
護
等
の
た
め
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
の
休
暇 

一
の
年
度
に
お
い
て
五
日
（
要
介
護
家
族
が
二
人
以
上
の

場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
日
）
の
範
囲
内
の
期
間 

第
二
十
二
条
第
三
項
中
「
各
号
に
定
め
る
期
間
」
を
「
各
号
に
定
め
る
と
お
り
」
に
改
め
、
同

項
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

四 

小
学
校
就
学
の
始
期
か
ら
九
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に

あ
る
子
を
養
育
す
る
た
め
、
一
日
の
勤
務
時
間
の
一
部
に
つ
き
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
の
休
暇 

一
日
に
つ
き
二
時
間
（
当
該
非
常
勤
の
学
校
職
員
に
つ

い
て
一
日
に
つ
き
定
め
ら
れ
た
勤
務
時
間
か
ら
五
時
間
四
十
五
分
を
減
じ
た
時
間
が
二
時
間

を
下
回
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
減
じ
た
残
り
の
時
間
）
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
必
要
と

認
め
ら
れ
る
時
間 

第
二
十
二
条
第
三
項
中
第
五
号
及
び
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
五
号
と
し
、
同
項
第
八
号

中
「
認
め
ら
れ
る
期
間
」
を
「
認
め
ら
れ
る
時
間
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項

中
第
九
号
を
第
七
号
と
し
、
第
十
号
を
削
り
、
同
条
第
六
項
中
「
及
び
第
十
四
号
」
を
「
、
第
十

四
号
、
第
十
七
号
及
び
第
十
八
号
」
に
、
「
第
三
項
第
五
号
及
び
第
六
号
」
を
「
第
三
項
第
四
号
」

に
改
め
、
同
条
第
十
項
中
「
第
三
項
第
七
号
」
を
「
第
三
項
第
五
号
」
に
改
め
、
同
条
第
十
一
項

中
「
第
三
項
第
八
号
」
を
「
第
三
項
第
六
号
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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埼玉県立学校職員服務規程の一部を改正する規則 新旧対照表                            （傍線の部分は、改正部分） 

新 旧 

埼玉県立学校職員服務規程 埼玉県立学校職員服務規程 

  

第一条～第九条 （略） 第一条～第九条 （略） 

  

（休暇） （休暇） 

第十条 （略） 第十条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 職員が、勤務時間条例及び勤務時間規則の規定に基づき、病気休暇を受

けようとするときは、病気休暇簿（別表第三の三）をもつて、校長にあつ

ては教育長に、その他の職員にあつては校長に、それぞれ願い出なければ

ならない。 

４ 職員が、勤務時間条例及び勤務時間規則の規定に基づき、病気休暇を受

けようとするときは、病気休暇簿（別表第三の五）をもつて、校長にあつ

ては教育長に、その他の職員にあつては校長に、それぞれ願い出なければ

ならない。 

５・６ （略） ５・６ （略） 

７ 職員が、勤務時間規則第十二条第一項第八号に規定する休暇を受けよう

とするときは、第二項による申請の際、要介護者の状態等申出書（別表第

三の四）を添えなければならない。 

７ 職員が、勤務時間規則第十二条第一項第八号に規定する休暇を受けよう

とするときは、第二項による申請の際、要介護者の状態等申出書（別表第

三の三）を添えなければならない。 

８ 職員が、勤務時間規則第十二条第一項第二十五号に規定する休暇を受け

ようとするときは、第二項による申請の際、ボランティア活動計画書（別

表第三の五）を添えなければならない。 

８ 職員が、勤務時間規則第十二条第一項第二十五号に規定する休暇を受け

ようとするときは、第二項による申請の際、ボランティア活動計画書（別

表第三の四）を添えなければならない。 

９ （略） ９ （略） 

10 職員が、勤務時間条例第十六条の二に規定する子育て部分休暇の承認を

受けようとするときは、子育て部分休暇承認請求書（別表第三の七）をも

つて、校長にあつては教育長に、その他の職員にあつては校長に、それぞ

れ請求しなければならない。 

（新設） 

11 子育て部分休暇の承認を受けている職員は、次の各号に掲げるいずれか

の事由が生じた場合には、子育て部分休暇変更届（別表第三の八）をもつ

て、遅滞なく、校長にあつては教育長に、その他の職員にあつては校長に、

それぞれ届け出なければならない。 

（新設） 
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 一 産前の休暇を始めた場合 

 二 出産した場合 

 三 子育て部分休暇に係る子が死亡した場合 

 四 子育て部分休暇に係る子が当該職員の子でなくなつた場合 

 五 子育て部分休暇に係る子を養育しなくなつた場合 

 

 

12 職員が、勤務時間条例第十七条に規定する介護休暇を受けようとすると

きは、介護休暇簿（別表第三の九）をもつて、校長にあつては教育長に、

その他の職員にあつては校長に、それぞれ願い出なければならない。 

10 職員が、勤務時間条例第十七条に規定する介護休暇を受けようとすると

きは、介護休暇簿（別表第三の七）をもつて、校長にあつては教育長に、

その他の職員にあつては校長に、それぞれ願い出なければならない。 

13 職員が、勤務時間条例第十七条の二に規定する介護時間を受けようとす

るときは、介護時間簿（別表第三の十）をもつて、校長にあつては教育長

に、その他の職員にあつては校長に、それぞれ願い出なければならない。 

11 職員が、勤務時間条例第十七条の二に規定する介護時間を受けようとす

るときは、介護時間簿（別表第三の八）をもつて、校長にあつては教育長

に、その他の職員にあつては校長に、それぞれ願い出なければならない。 

  

第十一条～第十七条 （略） 第十一条～第十七条 （略） 

  

（育児休業等変更届） （育児休業等変更届） 

第十七条の二 （略） 第十七条の二 （略） 

一 産前の休暇を始めた場合 一 産前の休業を始めた場合 

二～五 （略） 二～五 （略） 

  

第十七条の三～第二十七条 （略） 第十七条の三～第二十七条 （略） 

  

別表第１～別表第３の２ （略） 別表第１～別表第３の２ （略） 
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別表第３の３（第10条関係） 別表第３の３（第10条関係） 
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別表第３の４（第10条関係） 別表第３の４（第10条関係） 
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別表第３の５（第10条関係） 別表第３の５（第10条関係） 
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別表第３の６ （略） 

別表第３の７（第10条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第３の６ （略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20
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別表第３の８（第10条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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別表第３の９ （略） 別表第３の７ （略） 

別表第３の10 （略） 別表第３の８ （略） 

別表第４～別表第６の４ （略） 

別表第６の５（第17条の２関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第４～別表第６の４ （略） 

別表第６の５（第17条の２関係） 

 

23



別表第６の６～別表第11 （略） 別表第６の６～別表第11 （略） 

 

24



 
 

 

埼
玉
県
立
学
校
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
立
学
校
職
員
服
務
規
程
（
昭
和
三
十
二
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
十
条
第
四
項
中
「
別
表
第
三
の
五
」
を
「
別
表
第
三
の
三
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
中
「
別

表
第
三
の
三
」
を
「
別
表
第
三
の
四
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
中
「
別
表
第
三
の
四
」
を
「
別
表

第
三
の
五
」
に
改
め
、
同
条
第
十
一
項
中
「
別
表
第
三
の
八
」
を
「
別
表
第
三
の
十
」
に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
十
三
項
と
し
、
同
条
第
十
項
中
「
別
表
第
三
の
七
」
を
「
別
表
第
三
の
九
」
に
改

め
、
同
項
を
同
条
第
十
二
項
と
し
、
同
条
第
九
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

10 

職
員
が
、
勤
務
時
間
条
例
第
十
六
条
の
二
に
規
定
す
る
子
育
て
部
分
休
暇
の
承
認
を
受
け
よ

う
と
す
る
と
き
は
、
子
育
て
部
分
休
暇
承
認
請
求
書
（
別
表
第
三
の
七
）
を
も
つ
て
、
校
長
に

あ
つ
て
は
教
育
長
に
、
そ
の
他
の
職
員
に
あ
つ
て
は
校
長
に
、
そ
れ
ぞ
れ
請
求
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

11 

子
育
て
部
分
休
暇
の
承
認
を
受
け
て
い
る
職
員
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
事
由

が
生
じ
た
場
合
に
は
、
子
育
て
部
分
休
暇
変
更
届
（
別
表
第
三
の
八
）
を
も
つ
て
、
遅
滞
な
く
、

校
長
に
あ
つ
て
は
教
育
長
に
、
そ
の
他
の
職
員
に
あ
つ
て
は
校
長
に
、
そ
れ
ぞ
れ
届
け
出
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

産
前
の
休
暇
を
始
め
た
場
合 

 

二 

出
産
し
た
場
合 

 

三 

子
育
て
部
分
休
暇
に
係
る
子
が
死
亡
し
た
場
合 

 

四 

子
育
て
部
分
休
暇
に
係
る
子
が
当
該
職
員
の
子
で
な
く
な
つ
た
場
合 

 

五 

子
育
て
部
分
休
暇
に
係
る
子
を
養
育
し
な
く
な
つ
た
場
合 

第
十
七
条
の
二
第
一
号
中
「
休
業
」
を
「
休
暇
」
に
改
め
る
。 

別
表
第
三
の
三
か
ら
別
表
第
三
の
五
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

25



 

 

別表第３の３（第10条関係） 
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別表第３の４（第10条関係） 
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別表第３の５（第10条関係） 
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別
表
第
三
の
八
を
別
表
第
三
の
十
と
し
、
別
表
第
三
の
七
を
別
表
第
三
の
九
と
し
、
別
表
第
三

の
六
の
次
に
次
の
二
表
を
加
え
る
。 
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別表第３の７（第10条関係） 
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別表第３の８（第10条関係） 
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別
表
第
六
の
五
中
「 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

」
に
改
め
る
。 

附 

則 
１ 
こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
埼
玉
県
立
学
校
職
員
服
務
規
程
に
定
め
る
様
式
の
用
紙
は
、
当

分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

産
前
の
休
業

 
産
前
の
休
暇
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